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提案理由  

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、本市の

基準についても、これに準じて所要の改正を行いたいので、この案を提出す

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



鯖江市条例第   号  

鯖江市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例  

鯖江市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例（平

成２６年鯖江市条例第１３号）の一部を次のように改正する。  

第６条中「第７条第１項」を「次条第１項、第７条の３第２項」に改め、

「第３項まで」の次に「ならびに附則第３条」を、「保育所」の次に「（子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７条第４項に規定する保

育所をいう。以下同じ。）」を、「幼稚園」の次に「（同項に規定する幼稚

園をいう。以下同じ。）」を、「認定こども園」の次に「（同項に規定する

認定こども園をいう。以下同じ。）」を加える。  

第６条に次の４項を加える。  

２  市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全

てを満たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用しないこととするこ

とができる。  

(１ ) 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれ

の役割の分担および責任の所在が明確化されていること。  

(２ ) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないよ

うにするための措置が講じられていること。  

３  前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に

係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。  

(１ ) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所または事

業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所または事

業所において代替保育が提供される場合  第２７条に規定する小規

模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型または事業所内保育事

業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。） 



(２ ) 事業実施場所において代替保育が提供される場合  事業の規模等

を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市

が認める者  

４  市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用

しないこととすることができる。  

(１ ) 市長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、家

庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先

的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の

終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必

要な教育または保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

(２ ) 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携

施設の確保が、著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合

を除く。）  

５  前項（第２号に該当する場合に限る。）の場合において、家庭的保育事

業者等は、法第５９条第１項に規定する施設のうち次に掲げるもの（入所

定員が２０人以上のものに限る。）を第１項第３号に掲げる事項に係る連

携協力を行う施設として適切に確保しなければならない。  

(１ ) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条の２第

１項の規定による助成を受けている者の設置する施設（法第６条の３

第１２項に規定する業務を目的とするものに限る。）  

(２ ) 法第６条の３第１２項および第３９条第１項に規定する業務を目

的とする施設であって、法第６条の３第９項第１号に規定する保育を

必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共

団体の補助を受けているもの  

第７条の次に次の２条を加える。  

（安全計画の策定等）  

第７条の２  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、

家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、

職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保

育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の



研修および訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項に

ついての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当

該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。  

２  家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとと

もに、前項の研修および訓練を定期的に実施しなければならない。  

３  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との

連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等に

ついて周知しなければならない。  

４  家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応

じて安全計画の変更を行うものとする。  

（自動車を運行する場合の所在の確認）  

第７条の３  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取

組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行する

ときは、利用乳幼児の乗車および降車の際に、点呼その他の利用乳幼児

の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を

確認しなければならない。  

２  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転

者席およびこれと並列の座席ならびにこれらより一つ後方に備えられた

前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこ

れと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるもの

を除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車

内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に

定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければな

らない。  

第１０条中「設置するときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合

に限り」を加え、同条ただし書を削る。  

第１３条を次のように改める。  

第１３条  削除  

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症およ

び食中毒の予防およびまん延の防止のための研修ならびに感染症の予防お



よびまん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。  

第１６条第２項に次の１号を加える。  

(３ ) 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業

者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、

衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するととも

に、利用乳幼児の年齢および発達の段階ならびに健康状態に応じた食

事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給

与等、利用乳幼児の食事の内容、回数および時機に適切に応じること

ができる者として市が適当と認めるもの (家庭的保育事業者が第２２

条に規定する家庭的保育事業を行う場所 (第２３条第２項に規定する

家庭的保育者の居宅に限る。)において家庭的保育事業を行う場合に限

る。 ) 

第３７条第２号中「（平成２４年法律第６５号）」を削り、同条第４号中「場

合」の次に「または保護者の疾病、就労その他の身体上、精神上もしくは環

境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を加え

る。  

第４５条に次の１項を加える。  

２  保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第６条の３第１２項第２

号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの (附則第

３条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、

第６条第１項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことがで

きる。  

 附則第３条中「家庭的保育事業者等」の次に「（特例保育所型事業所内保

育事業者を除く。）」を加える。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

（自動車を運行する場合の所在の確認に関する経過措置）  

２  この条例による改正後の鯖江市家庭的保育事業等の設備および運営に

関する基準を定める条例第７条の３第２項の規定の適用については、家庭



的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的

に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車

内の利用乳幼児の見落としを防止する装置（以下この項において「ブザー

等」という。）を備えることおよびこれを用いることにつき困難な事情が

あるときは、令和６年３月３１日までの間、当該自動車にブザー等を備え

ないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自

動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる

措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。  


